
1 

新潟県企業局管理規程第７号 

新潟県企業局行政文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和４年５月20日 

新潟県企業管理者  樺 澤  尚  

新潟県企業局行政文書管理規程の一部を改正する規程 

新潟県企業局行政文書管理規程（令和２年新潟県企業局管理規程第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、項、号及び号の細目（以下「移動

条等」という｡)に対応する同表の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた条、項、号及び

号の細目（以下「移動後条等」という｡)が存在する場合には当該移動条等を当該移動後条等とし、移動条等に対

応する移動後条等が存在しない場合には当該移動条等（以下「削除条等」という｡)を削り、移動後条等に対応す

る移動条等が存在しない場合には当該移動後条等（以下「追加条等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項、号及び号の細目の表示並びに削除条等を除く。以下「改

正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項、号及び号の細目の表示並びに追

加条等を除く。以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

目次 

第１章～第５章 （略） 

第６章 補則（第79条・第80条） 

附則 

 

（定義） 

第２条 （略） 

２ この規程において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1)～(6) （略） 

(7) 公文書管理システム 法務文書課長が管理す

る情報処理システム（電子計算機及びプログラ

ムの集合体であって、情報処理の業務を一体的

に行うよう構成されたものをいう。以下同じ｡)

であって、文書の収受、起案、決裁、行政文書

の保存及び廃棄等に関する事務の処理に係るも

のをいう。 

 

第11条 課に配付された文書等及び課に直接到達し

た文書等は、別に定めるものを除き、文書取扱者

が収受し、次の各号により処理しなければならな

い。 

 (1) 情報通信技術を利用する方法により収受した

文書（以下「電子収受文書」という｡)は、重要

又は異例なものにあっては課長の閲覧を経た後、

当該事務を担当する室又は係の長（室及び係が

ない場合は、担当職員。以下この項において「担

当者」という｡)に引き継ぐこと。 

(2) 電子収受文書以外の文書（書留によるものを

除く｡)は、開封の上、その余白に収受日付印（経

由文書にあっては経由日付印。以下同じ｡)を押

し、重要又は異例なものにあっては課長の閲覧

を経た後、担当者に配付すること。 

目次 

第１章～第５章 （略） 

第６章 補則（第79条） 

附則 

 

（定義） 

第２条 （略） 

２ この規程において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1)～(6) （略） 

 

 

 

 

 

  

 

 

第11条 課に配付された文書等及び課に直接到達し

た文書等は、別に定めるものを除き、文書取扱者

が収受し、次の各号により処理しなければならな

い。 
  
 
 
 
 

 

(1) 文書（書留によるものを除く｡)は、開封の上、

その余白に収受日付印（経由文書にあっては経

由日付印。以下同じ｡)を押し、重要又は異例な

ものにあっては課長の閲覧を経た後、当該事務

を担当する室又は係の長（室及び係がない場合
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(3) 前２号の規定による引継ぎ又は配付を受けた

担当者は、次に掲げる場合を除き、必要な事項

を公文書管理システムに登録すること。 

ア 公文書管理システムにより、文書の件名を

明らかにした上で当該文書（電子収受文書以

外の文書に限る｡)に係る事案について起案し、

又は供覧する場合 

イ 公文書管理システム以外の情報処理システ

ムにより決裁を受けようとする場合 

ウ 文書に行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）第２条第５項に規定する個

人番号又は同条第８項に規定する特定個人情

報が含まれる場合 

エ 文書の件名に個人情報その他の秘匿性の高

い情報を表示せざるを得ない場合 

(4) 前号の規定による登録をした文書のうち、収

受の事実を明確に記録する必要があるものにつ

いては、公文書管理システムにより文書番号の

取得及び記録をすること。 

 

(5) （略） 

(6) （略） 

２ （略） 

３ 文書取扱者は、配付を受けた文書のうちに、そ

の課の所掌に属しないものがあるときは、直ちに

総務部法務文書課（以下「法務文書課」という｡）

に回付しなければならない。 
 

（事業所における収受及び配付手続） 
第12条 所に到達した文書等は、別に定めるものを

除き、文書取扱者が収受し、次の各号により処理

しなければならない。 

(1) 電子収受文書は、重要又は異例なものにあっ

ては所長の閲覧を経た後、当該事務を担当する

課の長（課がない場合は、担当職員。以下この

項において「担当者」という｡)に引き継ぐこと。 

(2) 電子収受文書以外の文書（書留によるものを

除く｡)は、開封の上、その余白に収受日付印を

押し、重要又は異例なものにあっては所長の閲

覧を経た後、担当者に配付すること。 

 

 

(3) 前２号の規定による引継ぎ又は配付を受けた

担当者は、前条第１項第３号アからエまでに掲

げる場合を除き、必要な事項を公文書管理シス

テムに登録すること。 

(4) 前号の規定による登録をした文書のうち、収

受の事実を明確に記録する必要があるものにつ

は、担当職員。以下この項において「担当者」

という｡)に配付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 前号の規定により収受日付印を押した文書の

うち、収受の事実を明確に記録する必要がある

ものについては、文書整理簿に必要な事項を記

入し、当該収受日付印を押した箇所に文書番号

を記入すること。 

(3) （略） 

(4) （略） 

２ （略） 

３ 文書取扱者は、配付を受けた文書のうちに、そ

の課の所掌に属しないものがあるときは、直ちに

総務管理部法務文書課（以下「法務文書課」とい

う｡)に回付しなければならない。 

 

（事業所における収受及び配付手続） 
第12条 所に到達した文書等は、別に定めるものを

除き、文書取扱者が収受し、次の各号により処理

しなければならない。 
 
 
 
 

(1) 文書（書留によるものを除く｡)は、開封の上、

その余白に収受日付印を押し、重要又は異例な

ものにあっては所長の閲覧を経た後、当該事務

を担当する課の長（課がない場合は、担当職員。

以下この項において「担当者」という｡)に配付

すること。 

 

 

 

 

(2) 前号の規定により収受日付印を押した文書の

うち、収受の事実を明確に記録する必要がある
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いては、公文書管理システムにより文書番号の

取得及び記録をすること。 

 

(5) （略） 

(6) （略） 

２ （略） 

 

（勤務時間外における受領） 

第13条 勤務時間外に到達した文書等（書面により

作成された文書又は貨物に限る｡)の受領について

は、本庁にあっては警備員が行うものとし、事業

所（上越利水事務所を除く｡)にあっては、緊急の

文書等に限り、新潟県企業局企業職員勤務規程（平

成７年新潟県企業局管理規程第４号）第10条第１

項に定める宿直を行う者が受領するものとする。 

 

（事案処理の原則） 

第15条 （略） 

２ 文書の引継ぎ又は配付を受けた担当者は、速や

かに起案、供覧その他の必要な措置をとらなけれ

ばならない。 

３ （略） 

 

（起案） 

第16条 （略） 

２ 起案は、公文書管理システムにより行うものと

する。ただし、次に掲げる場合における事案の処

理に係る起案については、この限りでない。 

(1) 第21条第３項の規定により持ち回り決裁を受

けようとする場合 

(2) 公文書管理システムを使用することができな

い職員が起案をし、又は当該職員に回議をする

場合 

(3) やむを得ない事情により公文書管理システム

を使用して起案をすることができない場合 

(4) 第41条第１項第６号に規定する第６種文書に

類する軽易なものについて起案をする場合 

(5) 公文書管理システム以外の情報処理システム

から出力される帳票等により起案をする場合 

３ 前項第１号から第３号までに掲げる場合におい

て、起案の決裁を受けたときは、速やかに、必要

な事項を公文書管理システムに登録しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものについては、文書整理簿に必要な事項を記

入し、当該収受日付印を押した箇所に文書番号

を記入すること。 

(3) （略） 

(4) （略） 

２ （略） 

 

（勤務時間外における収受） 

第13条 勤務時間外に到達した文書等の収受につい

ては、本庁にあっては警備員が行うものとし、事

業所（上越利水事務所を除く｡)にあっては、緊急

の文書等に限り、新潟県企業局企業職員勤務規程

（平成７年新潟県企業局管理規程第４号）第10条

第１項に定める宿直を行う者が収受するものとす

る。 

 

（事案処理の原則） 

第15条 （略） 

２ 文書の配付を受けた担当者は、速やかに起案、

供覧その他の必要な措置をとらなければならない。 

 

３ （略） 

 

（起案） 

第16条 （略） 

２ 起案は、起案用紙を用いて行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事

案の処理に係る起案は、当該各号に定める用紙を

用いて行うことができる。 

 

(1) 定例的なもので、その取扱いについて特別の

定めがあるもの 一定の帳票（帳簿、伝票、印

刷済みの用紙類） 

(2) 軽易な事案又は定例的なもの 事案処理文書

の上部余白に処理印第１号を押印したもの 

(3) 重要又は異例な事案に係る処理方針等で、決

裁責任者に対し口頭により説明を行うもの 処

理方針等を記載した文書の上部余白に処理印第
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４ 第１項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急

を要する事案又は軽易な事案については、上司の

指示を受けて、起案を行わずに事案の処理をする

ことができる。ただし、機密又は緊急を要する事

案の処理については、事後速やかに起案による処

理を行い、公文書管理システムに必要な事項を登

録しなければならない。 

 

（供覧） 

第17条 前条の規定にかかわらず、引継ぎ又は配付

を受けた文書が供覧することによって完結するも

のであるときは、別に定めるものを除き、公文書

管理システムにより関係者の閲覧に供するものと

する。ただし、次に掲げる場合における事案の処

理に係る供覧については、当該文書の余白に処理

印を押印し、関係者の閲覧に供することができる。 

(1) 公文書管理システムを使用することができな

い職員が供覧し、又は当該職員の閲覧に供する

場合 

(2) やむを得ない事情により公文書管理システム

を使用して供覧することができない場合 

(3) 第41条第１項第６号に規定する第６種文書に

類する軽易なものについて供覧する場合 

(4) 公文書管理システム以外の情報処理システム

から出力される帳票等について供覧する場合 

２ 前項第１号及び第２号に掲げる場合において、

同項ただし書の規定による供覧が完結したときは、

速やかに、必要な事項を公文書管理システムに登

録しなければならない。 

 

（起案文書の記入事項） 

第20条 公文書管理システム又は書面により作成す

る起案文書には、次の各号に掲げる事項に関し、

当該各号に定める内容を記入しなければならない。 

(1) 決裁区分 次のアからカまでに掲げる区分に

応じ、当該アからカまでに定める決裁責任者を

記入すること。ただし、知事等の決裁又は専決

が必要な場合は、当該決裁区分を追記するもの

とする。 

ア～カ （略） 

(2) 公開又は非公開の区分 公開又は非公開の区

分及び必要な事項を記入すること。 

(3) 取扱上及び施行上の注意 次のアからキまで

に掲げる区分に応じ、当該アからキまでに定め

２号を押印したもの 

(4) 回答用紙を添付してある照会等当該文書で処

理できるもの 当該文書の上部余白に処理印第

１号を押印したもの 

(5) 軽易な報告、回答、届け等で電話又は口頭に

よって連絡できるもので控えの必要のあるもの 

電話連絡用紙 

４ 第１項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急

を要する事案又は軽易な事案については、上司の

指示を受けて起案書によらず事案の処理をするこ

とができる。ただし、機密又は緊急を要する事案

の処理については、事後速やかに起案による処理

を行わなければならない。 

 

 

（供覧） 

第17条 前条の規定にかかわらず、配付を受けた文

書が供覧することによって完結するものであると

きは、別に定めるものを除き、当該文書の余白に

処理印第３号を押印し、関係者の閲覧に供するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（起案用紙） 

第20条 起案用紙は、次に掲げるところにより使用

しなければならない。 

 

(1) 決裁区分欄は、次に掲げる区分により、当該

部分を円で囲むこと。ただし、知事等の決裁又

は専決が必要な場合は、当該決裁区分を追記す

るものとする。 

 

ア～カ （略） 

(2) 公開・非公開区分欄は、該当するものに印を

付し、必要な事項を記入すること。 

(3) 取扱上及び施行上の注意欄は、必要に応じて

次に掲げる区分により、当該部分を円で囲むこ
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る取扱上及び施行上の注意を記入すること。 

ア～カ （略） 

 

キ （略） 

(4) 保存期間 第41条第１項又は第２項に規定す

る保存期間を記入すること。 

 

 

(5) 保存期間満了時の措置 第41条の規定により

定める保存期間が満了したときの措置を記入す

ること。 

(6) 起案年月日等 収受年月日（収受文書に基づ

く起案の場合に限る｡)、起案年月日、処理期限、

所属課名、所属係名、電話番号並びに起案者の

職及び氏名を記入すること。 

(7) 処理の特例 処理方針が別途決定済みの事案

又は関係を有する部及び課（知事部局等企業局

に属さないものを含む。第22条において同じ｡)

の長と事前に協議済みの事案にあっては、決定

又は協議の状況を記入すること。 

(8) 標題 起案の内容が一見して分かるよう簡潔

に記入すること。 

(9) 結論又は要旨 定例又は軽易な事案を除き、

処理案の前に、必要に応じて説明文を記入する

こと。ただし、当該説明文が長文になる場合は、

本文の前に結論又は要旨を記入すること。 

 

（回議) 

第21条 起案文書は、起案者から順次直属の上司を

経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。 

２ 上司の不在により代決するときは、「代」と記

入して認可し、代決した起案文書のうち後閲を要

するものは､｢後閲」と記入しなければならない。 

３ （略） 

 

（合議) 

第22条 起案の内容が他の部及び課に関係を有する

場合は、当該起案文書を関係を有する部及び課の

長に合議しなければならない。 

２ 合議は、必要かつ最小限の範囲に限るものとし、

関係を有する部及び課の長と事前に協議を行うこ

とにより省略することができる。この場合におい

ては、起案文書にその旨を付記しなければならな

い。 

３ （略） 

４ 書面により作成した起案文書に係る合議を受け

た事案について、その決裁の結果を知りたい場合

は、当該起案文書（次条第１項の規定による同時

合議を受けた場合にあっては同時合議書。第24条

において同じ｡)の認印した箇所に「要再回」と記

載し、再度回付を受けることができる。 

と。 

ア～カ （略） 

キ 様式が指定されているもの 様式指定 

ク （略） 

(4) 保存期間欄は、該当するものを円で囲むもの

とし、法令等に特別の定めがあることにより、

該当するものがない場合は、その期間を括弧内

に記入すること。 

(5) 保存期間満了時の措置欄は、該当するものを

円で囲むこと。 

 

(6) 収受年月日（収受文書に基づく起案の場合に

限る｡)、起案年月日、処理期限、所属課名、所

属係名、電話番号及び起案者の職・氏名を記載

すること。 

(7) 処理の特例欄は、処理方針が別途決定済みの

事案又は関係を有する部及び課（知事部局等企

業局に属さないものを含む。第22条において同

じ｡)の長と事前に協議済みの事案について、決

定又は協議の状況を記載すること。 

(8) 標題欄は、起案の内容が一見して分かるよう

簡潔に記入すること。 

(9) 定例又は軽易な事案を除き、処理案の前に、

必要に応じて説明文を記載すること。ただし、

当該説明文が長文になる場合は、本文の前に結

論又は要旨を記載すること。 

 

（回議) 

第21条 起案書は、起案者から順次直属の上司を経

て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。 

２ 上司の不在により代決するときは、「代」と記

載して認可し、代決した起案書のうち後閲を要す

るものは､｢後閲」と記入しなければならない。 

３ （略） 

 

（合議) 

第22条 起案の内容が他の部及び課に関係を有する

場合は、当該起案書を関係を有する部及び課の長

に合議しなければならない。 

２ 合議は、必要かつ最小限の範囲に限るものとし、

関係を有する部及び課の長と事前に協議を行うこ

とにより省略することができる。この場合におい

ては、起案書にその旨を付記しなければならない。 

 

３ （略） 

４ 合議を受けた事案について、その決裁の結果を

知りたい場合は、起案書（次条第１項の規定によ

る同時合議を受けた場合にあっては同時合議書。

第24条において同じ｡)の認印した箇所に「要再回」

と記載し、再度回付を受けることができる。 
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５ （略） 

 

（同時合議） 

第23条 前条第１項の規定にかかわらず、起案の内

容が他の２以上の課（知事部局等企業局に属さな

いものに限る｡)に関係を有する場合は、企業局長

（当該起案が課長が専決すべき事案に係るもので

ある場合にあっては主務課）への回議を経た後、

関係する課の長に同時に合議することができる。

この場合において、当該起案の内容が他の２以上

の知事部局の部（以下この条において「部」とい

う｡)に関係を有する場合は、他の部の関係する課

長への合議を経た後、関係する部長に合議するこ

とができる。 

 

２ 書面により作成した起案文書に係る同時合議

は、同時合議書を用いるものとする。この場合に

おいて、同時合議書に当該起案文書の写しを添え

て関係する部長又は課長に合議することとし、確

認を終えた同時合議書は、当該起案文書に添付し

ておかなければならない。 

 

（回議及び合議の促進） 

第24条 起案文書の回議及び合議をする範囲は、起

案の意思決定に必要な最小限にとどめ、回議及び

合議の促進を図るようにしなければならない。 

 

 

（文書主任の審査） 

第25条 起案文書（軽易なものを除く｡)は、文書主

任の審査を受けなければならない。 

２ 文書主任は、起案文書の審査に当たって当該文

書の書式及び用字、用語、文体等が第４章に定め

る公文方式に合致しないときは、起案の内容を変

更しない範囲内において訂正することができる。 

 

（法務文書課長への合議) 

第26条 起案文書のうち次に掲げるものは、法務文

書課長に合議しなければならない。 

(1)～(4) （略） 

 

（起案内容の訂正） 

第27条 起案文書の記載事項のうち用字、用語、文

体等の表記上の訂正を除き、起案の内容を訂正し

た場合は、訂正した者が公文書管理システムに必

要な事項（書面により作成した起案文書にあって

は、訂正した者の氏名及び訂正の内容）を記入し

なければならない。 

２ 起案の内容が著しく訂正された場合は、起案者

において訂正前に回議又は合議をした関係者に当

該起案文書を回覧し、又はその旨を連絡しなけれ

５ （略） 

 

（同時合議） 

第23条 前条第１項の規定にかかわらず、起案の内

容が他の２以上の課（知事部局等企業局に属さな

いものに限る｡)に関係を有する場合は、企業局長

（当該起案が課長が専決すべき事案に係るもので

ある場合にあっては主務課）への回議を経た後、

同時合議書に当該起案書の写しを添えて関係する

課の長に合議することができる。この場合におい

て、当該起案の内容が他の２以上の知事部局の部

（以下この条において「部」という｡)に関係を有

する場合は、他の部の関係する課の長への合議を

経た後、同時合議書に当該起案書の写しを添えて

関係する部長に合議することができる。 

２ 前項の規定による同時合議書は、起案書に添付

しておかなければならない。 

 

 

 

 

 

（回議及び合議の促進) 

第24条 回議及び合議の際、起案書に認印する者の

範囲は、起案の意思決定に必要な最小限にとどめ、

回議及び合議の促進を図るようにしなければなら

ない。 

 

（文書主任の審査) 

第25条 起案書（軽易なものを除く｡)は、文書主任

の審査を受けなければならない。 

２ 文書主任は、起案書の審査に当たって当該文書

の書式及び用字、用語、文体等が第４章に定める

公文方式に合致しないときは、起案の内容を変更

しない範囲内において訂正することができる。 

 

（法務文書課長への合議) 

第26条 起案書のうち次に掲げるものは、法務文書

課長に合議しなければならない。 

(1)～(4) （略） 

 

（起案内容の訂正） 

第27条 起案書の記載事項のうち用字、用語、文体

等の表記上の訂正を除き、起案の内容を訂正した

場合は、訂正した者がその箇所に認印しなければ

ならない。 

 

 

２ 起案の内容が著しく訂正された場合は、起案者

において訂正前に回議又は合議をした関係者に当

該起案書を回覧し、又はその旨を連絡しなければ
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ばならない。当該起案が廃案になった場合も、同

様とする。 

 

（決裁年月日の記入） 

第28条 決裁を終えた起案文書（以下「原議」とい

う｡)は、決裁責任者又は起案者において、所定の

欄に決裁年月日を記入しておかなければならない。 

 

（勤務時間外の文書等の発送） 

第36条 急を要するため勤務時間外に文書等（書面

により作成された文書又は貨物に限る｡)を発送し

ようとするときは、文書取扱者の承認を受けなけ

ればならない。 

 

（文書整理等の原則） 

第38条 職員は、行政文書を電磁的記録により作成

し、又は電磁的記録により作成された行政文書を

取得したときは、公文書管理システムにより、当

該行政文書（以下「電子行政文書」という｡)を分

類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存

期間の満了する日を設定しなければならない。 

２ 職員は、行政文書を書面により作成し、又は書

面により作成された行政文書を取得したときは、

当該行政文書（以下「書面行政文書」という｡)及

び相互に密接な関連を有する書面行政文書をまと

めた個別フォルダー又は簿冊について分類し、名

称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満

了する日を設定しなければならない。 

３ （略） 

 

（整理及び保存の方法） 

第39条 電子行政文書の整理及び保存は、公文書管

理システムにより行うものとする。 

 

 

２ 書面行政文書の事務室内での整理及び保存は、

ファイリングキャビネット（以下「キャビネット」

という｡)及びファイリング用品を使用して行うも

のとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、キャビネットを使用

して整理し、及び保存することが不適当なものに

ついては、書架、書箱等（以下「書架等」という｡)

を使用することができる。 

 

（未完結文書の事務室内での保存等) 

第43条 書面行政文書である未完結文書（処理中又

は未着手の文書をいう。以下同じ｡)は、懸案フォ

ルダーに入れて整理し、保存しておかなければな

らない。 

２ 前項の規定にかかわらず、書面行政文書である

未完結文書のうち懸案フォルダーに入れて整理し、

ならない。当該起案が廃案になった場合も、同様

とする。 

 

（決裁年月日の記入) 

第28条 決裁を終えた起案書（以下「原議」という｡)

は、決裁責任者又は起案者において、所定の欄に

決裁年月日を記入しておかなければならない。 

 

（勤務時間外の文書等の発送） 

第36条 急を要するため勤務時間外に文書等を発送

しようとするときは、文書取扱者の承認を受けな

ければならない。 

 

 

（文書整理等の原則） 

第38条 職員は、行政文書を作成し、又は取得した

ときは、当該行政文書及び相互に密接な関連を有

する行政文書をまとめた個別フォルダー又は簿冊

について分類し、名称を付するとともに、保存期

間及び保存期間の満了する日を設定しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

（事務室内での整理及び保存の方法） 

第39条 行政文書の事務室内での整理及び保存は、

ファイリング・キャビネット(以下「キャビネッ

ト」という｡)及びファイリング用品を使用して行

うものとする。 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、キャビネットに整理

及び保存することが不適当なものについては、書

架、書箱等（以下「書架等」という｡)を使用する

ことができる。 

 

（未完結文書の事務室内での保存) 

第43条 未完結文書（処理中又は未着手の文書をい

う。以下同じ｡)は、懸案フォルダーに入れて整理

し、保存しておかなければならない。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、未完結文書のうち懸

案フォルダーに入れて整理し、保存することが不
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保存することが不適当なものについては、所定の

場所に収納して整理し、保存することができる。 

３ （略） 

 

（完結文書の整理及び保存) 

第44条 書面行政文書である完結文書は、ファイル

基準表により分類された項目ごとの個別フォルダ

ーに入れ、キャビネットの中に保存しておかなけ

ればならない。 

２ 書面行政文書である完結文書は、個別フォルダ

ーに完結年月日の古いものから順に置き、最も新

しいものが最前に位置するように整理しておかな

ければならない。 

３ （略） 

 

（完結文書の事務室内での保存期間) 

第45条 事務室内で書面行政文書である完結文書を

保存する期間は、その完結した日の属する会計年

度の翌年度の末日（第６種文書にあっては、保存

する必要がなくなる日）までとする。 

 

（他の課所の保存文書の利用) 

第46条 他の課所において保存している行政文書を

閲覧しようとする職員は、当該行政文書を保存す

るファイル担当者の承認を受けなければならない。 

 

 

（書面行政文書の移替え) 

第47条 キャビネットの上２段に保存されている書

面行政文書である完結文書は、毎年度ファイル基

準表に基づき下２段に移し替え、又は廃棄しなけ

ればならない。ただし、常時使用する例規、資料

等の行政文書にあっては、この限りでない。 

 

（書面行政文書の引継ぎ) 

第48条 キャビネットの下２段に保存されている書

面行政文書である完結文書は、毎年度ファイル基

準表に基づき、本庁にあっては法務文書課長へ、

事業所にあっては文書取扱者へ引き継ぎ、又は廃

棄しなければならない。 

２ （略） 

３ 引継ぎをしようとする書面行政文書は、個別フ

ォルダーに入れたまま保存期間別に区分した保存

箱に入れ、文書保存（引継ぎ）台帳２部を添えて

引き継がなければならない。ただし、第42条の規

定により保存期間が満了したときの措置として法

務文書課長への移管の措置を定めたものについて

は、簿冊にまとめた上、引き継がなければならな

い。 

４ （略） 

 

適当なものについては、所定の場所に収納して整

理し、保存することができる。 

３ （略） 

 

（完結文書の整理及び保存) 

第44条 完結文書は、ファイル基準表により分類さ

れた項目ごとの個別フォルダーに入れ、キャビネ

ットの中に保存しておかなければならない。 

 

２ 完結文書は、個別フォルダーに完結年月日の古

いものから順に置き、最も新しいものが最前に位

置するように整理しておかなければならない。 

 

３ （略） 

 

（完結文書の事務室内での保存期間) 

第45条 事務室内で完結文書を保存する期間は、そ

の完結した日の属する会計年度の翌年度の末日

（第６種文書にあっては、保存する必要がなくな

る日）までとする。 

 

（他の課所の事務室内における保存文書の利用) 

第46条 他の課所の事務室内において保存している

行政文書を閲覧しようとする職員は、当該行政文

書を保存するファイル担当者の承認を受けなけれ

ばならない。 

 

（行政文書の移替え) 

第47条 キャビネットの上２段に保存されている完

結文書は、毎年度ファイル基準表に基づき下２段

に移し替え、又は廃棄しなければならない。ただ

し、常時使用する例規、資料等の行政文書にあっ

ては、この限りでない。 

 

（行政文書の引継ぎ) 

第48条 キャビネットの下２段に保存されている完

結文書は、毎年度ファイル基準表に基づき、本庁

にあっては法務文書課長へ、事業所にあっては文

書取扱者へ引き継ぎ、又は廃棄しなければならな

い。 

２ （略） 

３ 引継ぎをしようとする行政文書は、個別フォル

ダーに入れたまま保存期間別に区分した保存箱に

入れ、文書保存（引継ぎ）台帳２部を添えて引き

継がなければならない。ただし、第42条の規定に

より保存期間が満了したときの措置として法務文

書課長への移管の措置を定めたものについては、

簿冊にまとめた上で引き継がなければならない。 

 

４ （略） 
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（書架等による書面行政文書の保存等） 

第49条 書架等に保存されている書面行政文書の保

存、移替え及び引継ぎについては、キャビネット

に保存されている書面行政文書の取扱いの例によ

る。 

２ 前項の場合において、簿冊式の書面行政文書に

ついては、書面行政文書の題目等を記入した背表

紙を付して引き継がなければならない。ただし、

台帳等で表紙の必要ないものについては、この限

りでない。 

 

（書庫への格納） 

第51条 所の文書取扱者は、引継ぎを受けた書面行

政文書を保存期間別及び課別等に区分し、書庫に

格納の上、文書保存（引継ぎ）台帳にその格納の

位置を明示しなければならない。 

 

（文書の番号） 

第64条 条例にあっては法務文書課長が、管理規程、

訓令及び告示にあっては総務課長が法令番号簿に

よる法令番号を付し、訓、指令、達及び往復文に

あっては文書番号を文書取扱者が付さなければな

らない。 

２～６ （略） 

 

（表記の基準） 

第69条 文書の用字、用語、文体等は、次に掲げる

表記の基準によるものとする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 「公用文作成の考え方」の周知について（令

和４年１月11日付け内閣文第１号内閣官房長官

通知） 

(6)・(7) （略） 

２ （略） 

 
（条例の制定改廃） 

第70条 条例を制定改廃しようとするときは、主務

課において当該条例案に制定改廃文を付して起案

し、決裁後、総務部財政課長に議案の原稿を送付

しなければならない。 
 

   第６章 補則 

 

（公文書管理システムに関する細則） 

第79条 この規程に定めるもののほか、公文書管理

システムによる文書の収受、起案、決裁、行政文

書の保存及び廃棄その他の文書の管理について必

要な事項は、別に定める。 

 

（帳簿等の様式） 

（書架等による行政文書の保存等） 

第49条 書架等に保存されている行政文書の保存、

移替え及び引継ぎについては、キャビネットに保

存されている行政文書の取扱いの例による。 

 

２ 前項の場合において、簿冊式の行政文書につい

ては、行政文書の題目等を記入した背表紙を付し

て引き継がなければならない。ただし、台帳等で

表紙の必要ないものについては、この限りでない。 

 

 

（書庫への格納） 

第51条 所の文書取扱者は、引継ぎを受けた行政文

書を保存期間別及び課別等に区分し、書庫に格納

の上、文書保存（引継ぎ）台帳にその格納の位置

を明示しなければならない。 

 

（文書の番号） 

第64条 条例にあっては法務文書課長が、管理規程、

訓令及び告示にあっては総務課長が法令番号簿に

よる法令番号を付し、訓、指令、達及び往復文に

あっては文書整理簿による文書番号を文書取扱者

が付さなければならない。 

２～６ （略） 

 

（表記の基準） 

第69条 文書の用字、用語、文体等は、次に掲げる

表記の基準によるものとする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 公用文作成の要領（昭和27年４月４日内閣閣

甲第16号依命通知） 

 

(6)・(7) （略） 

２ （略） 

 
（条例の制定改廃） 

第70条 条例を制定改廃しようとするときは、主務

課において当該条例案に制定改廃文を付して起案

し、決裁後、総務管理部財政課長に議案の原稿を

送付しなければならない。 

   

 第６章 補則 

 

 

 

 

 

 

 

（帳簿等の様式） 
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第80条 この規程に定める文書処理に関する帳簿、

日付印及び用紙の様式は、新潟県文書管理規程第

86条各号の規定を準用する。 

第79条 この規程に定める文書処理に関する帳簿、

日付印及び用紙の様式は、新潟県文書管理規程第

85条各号の規定を準用する。 

附 則 

１ この規程は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

２ 書面を含む文書の収受、起案、決裁、行政文書の保存及び廃棄等については、改正後の規定にかかわらず、

同年６月30日までの間は、なお従前の例によることができる。 

 


